
あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進課
（総合センター）

℡６４‒１１２６
jinsui@town.yuasa.lg.jp人権尊重委員さんを紹介します！

人権、それは「人間らしく生きる権利」です。人が人として大切にされるためには、一人ひとりが人
権問題に気がつく感覚を養い、おかしいことにおかしいといえる勇気をもつことです。
すべての人が共に生きる社会であるために、人権を取り巻くさまざまな現実を知って一人ひとりが
「差別をなくそう」と思うだけでも、それは貴重な一歩です。
湯浅町には、町民が人権尊重の理念に対する理解を深め、すべての町民の人権が大切にされるまちづ
くりの推進に寄与することを目的として湯浅町人権尊重委員会が設置されています。
人権に関するご相談のある方はお気軽にお近くの人権尊重委員、または人権推進課（総合センター）
までご相談ください。相談内容等の秘密はお守りします。

男女共同参画社会とは、男女がお互いに人権を尊重し、「女性」や「男性」というイメージにあては
めてしまうことなく、一人ひとりが持っている個性や能力を十分に発揮できる豊かな社会のことです。
男女共同参画社会を実現するための重要な法律として、国は平成１１年に男女共同参画社会基本
法を施行しています。また、法律の施行日である6月23日にちなみ、毎年6月23日から6月29日まで
を男女共同参画週間と定めています。
家庭や職場等あらゆる場面において、「性別」にとらわれずに、個性と多様性を尊重し、誰もが「生き

やすい」社会を築いていきましょう。
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［敬称略］

毎年６月２３日から２９日は
男女共同参画週間です
令和5年度男女共同参画週間キャッチフレーズ

『無くそう思い込み、守ろう個性 みんなでつくる、みんなの未来。』

12令和５年６月


